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高石市教育委員会定例会会議録 

(平成 29 年 6 月定例会) 

 

開会及び閉会の年月日時 

開   会 平成 29 年 6 月 17 日午後 3 時 00 分 

閉   会 平成 29 年 6 月 17 日午後 3 時 53 分 

 

会議に出席した者の職及び氏名 

委   員 委 員 長 ： 佐 野 慶 子 

委    員  ： 西 中  隆 

委    員  ： 西 村 陽 子 

委    員  ： 吉 村 文 一 

事務局職員 教 育 部 長 ： 木 嵜 茂 巳 

教 育 部 理 事 兼 次 長  ： 細 越 浩 嗣 

教育部次長兼社会教育課長 ： 村 田 佳 一 

教 育 総 務 課 長  ： 西 川 浩 二 

学 校 教 育 課 長 ： 吉 田 種 司 

学校教育課長代理兼人権教育推進室長： 清 水  寛 之 

教育研究センター所長： 菅 原  庸 晴 

子 育 て 支 援 課 長 ： 小 林 弘 典 

こ ど も 家 庭 課 長 ： 家 村  美 雪 

社会教育課長代理兼青少年対策室長兼たかいし市民文化会館長  ： 石 田  俊 彦 

中 央 公 民 館 館 長 ： 松 井 勉 

教 育 総 務 課 長 代 理 ： 上 田 麻 紀 

教 育 総 務 課 主 事 ： 安 岡  佑 美 

 

 

議題及び議事の要旨及び議決事項 

・議案第 1 号 高石市教育委員会における教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価委員の委嘱について 

教育総務課長 議案第1号、高石市教育委員会における教育に関する事務の管理及び

執行の状況の点検及び評価委員の委嘱について説明する。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第2項の規定及び高

石市教育委員会における教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検

及び評価委員設置要綱第1条及び第3条第2項の規定に基づき、候補者名

簿のとおり委嘱するものである。 

 委嘱日は、平成29年7月9日、任期は委嘱日から2年で、平成31年7月8

日までである。 

 委員として、これまで生涯学習関係の専門領域を担当していた前体育

協会会長の荒木剛委員が体育協会会長を退任し、新たに小谷恵美子氏が

体育協会会長に就任したことから、荒木委員にかわり生涯学習関係に優

れた識見を持っている小谷氏を新任委員として推薦するものである。 

 また、奈良委員、日野委員については、引き続き委員をお願いするも

のである。 

西中委員 定員は3名という決まりがあるのか。教育委員会の管理執行状況を点

検評価ということで、５名くらいいるかと思っていた。他市も３名とい

うことか。 

教育総務課長 本市の評価委員設置要綱の中で、委員は3名以内と定めている。 
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西中委員 他市もだいたい委員は3名なのか。 

教育総務課長  委員の数については、近隣他市と同規模程度の点検評価の委員の数

等、それらも参考にしながら、本市においては3名としている。 

西中委員の指摘のとおり、教育関係という本当に幅広い教育分野での

点検評価を3名の委員には大変苦労をかけるが、生涯学習関係、学校教

育関係、それから大学教授ということで、各分野専門の方をお願いして

おり、担当部分は少し幅広くなるが、それぞれの分野の立場から点検評

価を行っていただきたいと考えている。 

西中委員 それぞれ専門分野を分けて一応やっているのか。 

教育総務課長 そうである。 

採決 可決。 

 

・議案第 2 号 平成 30 年度使用教科用図書採択に係る高石市立義務教育諸学校教

科用図書選定委員会への諮問について 

学校教育課長  本議案は、平成30年度から小学校で使用する特別の教科道徳の教科用

図書の採択について、高石市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会に

対し諮問することを承認いただくものである。 

 大阪府教育委員会より示されている平成30年度使用義務教育諸学校教

科用図書採択の基本事項に、教科用図書選定委員会運営要領の項目があ

る。そこには、1市1採択地区の教育委員会は、教科用図書選定委員会を

設置すること。教科用図書選定委員会は、教育委員会の諮問により教科

用図書の調査及び研究を行い、その選定に関して教育委員会に意見を答

申することとなっている。 

採決 可決。 

 

・議案第 3 号 平成 29 年度高石市学校評議員の委嘱について 

学校教育課長  高石市立小学校及び中学校の管理運営規則第3条の4第3項の規定に基

づき、候補者名簿のとおり学校評議員を委嘱することを承認いただくも

のである。 

 高石市学校評議員実施要項において、小学校及び中学校に学校評議員

を置き学校運営の透明性を高めるとともに、学校が、保護者、地域住民

等の意向を把握し、その信頼に応え、家庭や地域と連携しながら開かれ

た学校づくりを推進していくことを目的として、校長の推薦により教育

委員会が委嘱をしている。 

 このたび、各小学校及び中学校の校長より推薦者名簿が提出されてい

るので、承認いただきたい。 

 なお、任期については、委嘱された日からその日の属する会計年度の

末日までとなっている。 

採決 可決。 

 

・報告第 1 号 高石市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員の任命並びに

委嘱について 

学校教育課長  高石市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則第3条の規定に基

づき、名簿のとおり6名の選定委員会委員の任命並びに委嘱を、業務日

程の都合上、教育長専決で承認したことを報告する。 

 今年度、中学校、小学校において、平成30年度より使用される特別教

科道徳の教科用図書の採択業務を行うにあたり、業務遂行上、選定委員

会委員の任命等を早期に行う必要が生じたため、6月定例会での報告と
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なった次第である。 

 任命並びに委嘱日については平成29年5月26日であり、これは第1回選

定委員会の開催日となっている。任期については、任命及び委嘱された

日から1年間、平成30年5月25日となっている。 

西中委員 今までは、いわゆる副読本という形で採択していたが、それは各校で

どのような形で行っていたのか。 

 今度は、教科用図書ということで教科書になるが、実際に委員の6名

の中で、授業実践をしたり研究していた方がいるのか。 

教育部理事  副読本については、特に学校が採択する等決めていない。 

 ただ、本市としては、副読本として学校には配布したが、どこの出版

社がいいか採択を行って副読本を決めたことは無いと理解している。 

西中委員 学校によってばらばらなのか。 

教育部理事 本市では、ここの副読本ということで使っている形である。 

西中委員 その採択というか、選定はどのようにしているのか。 

教育部理事 選定委員とかは無く事務局として決めている。 

 今までの道徳授業で使うということと、資料の中身を吟味した上で、

ある副読本を各学校に配布している。 

西中委員 副読本も何社からも出版されているが、その中でこれがいいと教育委

員会が配布していると。 

教育部理事 2つ目の質問の選定委員の専門性についてであるが、過去に学校現場

における道徳の研究発表で研究委員を務めた方を選定委員に推薦、委嘱

しており、学校の道徳の授業の実践を積んでいる者を選定委員のメンバ

ーにしている。 

佐野委員長 承認する。 

 

・報告第 2 号 高石市社会教育委員の委嘱について 

社会教育課長  本案は、先日5月26日に行われた高石市ＰＴＡ連絡協議会総会におい

て、ＰＴＡ連絡協議会会長が変更となり、その異動に伴い社会教育委員

の委嘱の異動が生じたものである。 

 委嘱については、天野会長が西村会長に変わる変更である。 

 委嘱については、平成29年5月26日、任期については、平成29年5月26

日から平成31年3月31日となっている。 

佐野委員長 承認する。 

 

・報告第 3 号 市長からの意見聴取について 

教育総務課長  本報告は、平成29年第2回高石市議会定例会に提出する議案について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、市長か

ら意見を求められた平成29年度高石市一般会計補正予算、平成28年度高

石市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についての2議案のうち、教

育委員会に係る部分について、教育委員会通則第2条第3項の規定に基づ

き異議ない旨臨時に代理したので報告するものである。 

 各議案の教育委員会に係る分について説明する。 

 まず、一般会計補正予算について説明する。 

 21ページの教育費、教育総務費、教育指導費の財源組替えがある。 

 これらは、パート看護師賃金の財源について、当初、府2分の1、市2

分の1であったものが、国3分の1、府3分の1、市3分の1となったことか

ら、財源の組替えを行うものである。 

 次に、一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について説明する。 

 24ページ学校トイレ大規模改修事業の工事費として、28年度に予算化
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していた2億円を29年度に繰り越し、本年夏休みを中心として、小学校7

校の体育館近くを中心としたトイレ各小学校1カ所を、乾式化と洋式化

の改修を行うものである。 

 また、次の加茂幼稚園改修事業として、設計委託料の842万2,000円

を、こちらも平成28年度から平成29年度に繰り越しし、その設計を行う

ものである。 

 加茂幼稚園の改修については、本年度夏休みに遊具の改修工事を行

い、平成30年度には園舎や中庭などの改修を予定している。この予算

は、平成30年度に実施する改修工事に係る設計予算であり、現在、改修

内容の詳細については検討中である。 

西中委員 トイレの予算が総額2億だが、小学校7校それぞれ1カ所で大体3,000万弱

どのようなものができるのか。 

教育総務課長 これらは、平成28年度に2億円予算化したものを繰り越しするもので

あり、予算化の際に概算工事費として、7カ所の工事費ということで計

上した額が2億円である。 

教育部長 工事については、体育館近くの1階トイレ部分を男子用、女子用、全

て改修をするものである。便器の洋式化はもとより、床の湿式から乾式

への取りかえ。また、壁、ドア、全て一新し、イメージ的には、今まで

のトイレから一掃する予定である。 

それらの積み上げとして工事費、様々な労務費等々一定の規定の積算

した結果、委員の指摘の通り1カ所約3,000万、7校で2億という積算にな

っている。 

西中委員 便器だけではなく、その周りも、トイレの環境すばらしくなると。 

教育部長 学校に限ったことではないが、トイレの環境整備というのが小学校、

中学校も教育上、トイレがきれいだと、子供の教育に対する思いも大分

変わってくるというような報道もあった。 

今回の改修工事については、箇所的に1カ所ではあるが体育館等が有

事の際には避難所の指定になっており、避難所近くの校舎1階トイレを

改修したいため、場所の選定をした。 

改修工事については、小学校をまず実施するが、学校にきれいな洋式

化のトイレ、環境に配慮したトイレを設置し、その中で教育も充実して

いきたいと考えている。 

西中委員 トイレについては小中学校訪問時に利用するが、かなり学校によって

差があるように思うが、それらは今後計画して順次やっていくのか。 

教育部長 トイレについては、一般財源で全て賄うというのは、なかなか予算執

行上苦しいため、今回のように国の補助金をもらい、なおかつ市債を組

んでいきたい。これは後年度負担につながるが、一時的な財政支出はな

くなる。 

そういった今後も市の一般財源だけではなく、特定財源を見つけなが

ら、公債費の比率等、財政負担も十分勘案をしながら計画を立てたいと

考えている。 

吉村委員 乾式になるということで、清掃の体系や消毒の仕方、感染性汚物の処

理の仕方等乾式になったら教室・廊下に準じた方法になると思うので、

その辺のマニュアル整備もお願いしたい。 

教育総務課長 トイレの清掃等については、十分、洋式化、また乾式化を踏まえた形

で対応する。 

佐野委員長 承認する。 

 

・報告第 4 号 教育委員会の後援等に関する報告について 

各課長  後援承認したものについて説明。 
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佐野委員長 承認する。 

 

・報告第 5 号 教育委員会関係諸行事等の報告について 

各課長 平成29年6月7日から平成29年7月11日までの行事について説明。 

佐野委員長 承認する。 

 

・議案第 4 号 高石市教育委員会委員の辞職について 

佐野委員長 議案第4号、高石市教育委員会委員の辞職についての案件は人事案件

であり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第7項の規定

により、秘密会としたい。 

各委員  異議なし。 

佐野委員長 異議なしのため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第

7項の規定により、秘密会とする。 

 秘密会は別室で行いたい。 

 （秘密会） 

佐野委員長 それでは、定例会を再開する。 

 議案第4号、高石市教育委員会委員の辞職について諮る。 

採決 可決。 

佐野委員長 これで閉会とする。 

 

 


